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 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則の一部

を改正する規則を公布する。 

  令和７年１０月９日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

和歌山市規則第７５号 

和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情

報等を定める規則の一部を改正する規則 

 和歌山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番

号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務、情報等を定める規則（平成

２７年規則第１０９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を削る。 

 第３条中「３の項」を「２の項」に改め、同条第１号カ及びキを次のように改める。 

カ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害者手帳の交付及びその障害

の程度に関する情報（以下「身体障害者手帳関係情報」という。） 

キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者

保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報（以下「精神障害者保健福祉手帳関係情

報」という。） 

 第３条第４号中「第３号」を「前号」に改め、同条を第２条とする。 

第４条中「４の項」を「３の項」に改め、同条を第３条とする。 

 第５条中「５の項」を「４の項」に改め、同条第１号キ中「児童扶養手当法」の次に「（昭和３６

年法律第２３８号）」を加え、同条第２号イ中「高齢者の医療の確保に関する法律」の次に「（昭和

５７年法律第８０号）」を加え、同条を第４条とする。 

第６条中「６の項」を「５の項」に改め、同条を第５条とする。 

 第７条各号列記以外の部分中「７の項」を「６の項」に改め、「介護保険法」の次に「（平成９年

法律第１２３号）」を加え、同条第７号中「年金給付関係情報」を「国民年金法（昭和３４年法律第

１４１号）、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、国家公務員共

済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情

報」に改め、同条を第６条とする。 

 第８条中「８の項」を「７の項」に改め、同条第１号ク中「特別児童扶養手当等の支給に関する法

律」の次に「（昭和３９年法律第１３４号）」を加え、同条を第７条とする。 

 第９条中「９の項」を「８の項」に改め、同条を第８条とする。 

第１０条中「１０の項」を「９の項」に改め、同条を第９条とする。 

第１１条中「１１の項」を「１０の項」に改め、同条を第１０条とする。 

第１２条中「１２の項」を「１１の項」に改め、同条を第１１条とする。 

第１３条中「１３の項」を「１２の項」に改め、同条を第１２条とする。 

第１４条中「１４の項」を「１３の項」に改め、同条を第１３条とする。 

   附 則 
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 この規則は、公布の日から施行する。

   （令和７年１０月９日掲示済） 
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和歌山市告示第３１５号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和７年１０月３日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

安田 佳織 
耳鼻咽喉科・頭

頸部外科 

音声・言語機能障

害、 

そしゃく機能障害 

日本赤十字社和歌山

医療センター 

和歌山市小松原

通四丁目２０番

地 

令和７年 

９月１日 

野田 雄祐 整形外科 肢体不自由 済生会和歌山病院 
和歌山市十二番

丁４５番地 

令和７年 

９月１日 

中山 由紀恵 脳神経外科 
肢体不自由、 

そしゃく機能障害 

和歌山県立 

医科大学附属病院 

和歌山市紀三井

寺 

８１１－１ 

令和７年 

９月１日 

淀澤 美樹子 

内科、 

リハビリテーシ

ョン科 

そしゃく機能障害 中江病院 
和歌山市船所 

３０－１ 

令和７年 

９月１日 

山口 真利奈 眼科 視覚障害 
日本赤十字社和歌山

医療センター 

和歌山市小松原

通四丁目２０番

地 

令和７年 

９月１日 

（令和７年１０月３日掲示済）
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和歌山市告示第３１６号 

 差押調書（謄本）及び配当計算書を送達すべきところ、住所及び居所が明らかでないため送達でき

ないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

 なお、送達すべき差押調書（謄本）及び配当計算書は納税課において保管し、送達を受けるべき者

の申出により交付する。 

令和７年１０月６日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

（登載省略） 

 （令和７年１０月６日掲示済）
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和歌山市告示第３１７号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によって汚染

されており、土壌の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域を次のとおり指定す

る。 

  令和７年１０月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓     

１ 指定する区域 

  和歌山市砂山南三丁目 271番 3の一部（別図のとおり） 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基準に適合しない特定有

害物質の種類 

  水銀及びその化合物、鉛及びその化合物 

 （別図は、省略し、和歌山市市民環境局環境部環境政策課に備え置いて縦覧に供する。） 

（令和７年１０月６日掲示済） 
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和歌山市告示第３１８号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年  

１０月７日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月７日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

３７－９２ 紀伊９２号線 

和歌山市府中５３２番１地先 

      ～ 

和歌山市府中１２３４番３地先 

旧 ２４３．９０ 

４．００  

～ 

８．３０  

新 ２４３．９０ 

５．１２ 

～  

８．３０ 

 （令和７年１０月７日掲示済）  
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和歌山市告示第３１９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定に基づき、本市に次のとおりあらたに生じた

土地の確認をした。 

  令和７年１０月８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

 

 

 和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番１及び１６６０番４６２の地先公有水面埋立地 

１３．０６平方メートル 

 

（令和７年１０月８日掲示済）  
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和歌山市告示第３２０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、次のとおり字の区域を定めた。 

  令和７年１０月８日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓 

 

 

 

次の区域を和歌山市西浜字中川向ノ坪に編入する。 

 

 和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番１及び１６６０番４６２の地先公有水面埋立地 

１３．０６平方メートル 

（令和７年１０月８日掲示済） 
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和歌山市告示第３２１号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条第２項の規定に基づき、放置禁

止区域内に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１０月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年９月２０日及び同月２６日 

ＪＲ和歌山駅東口周辺自転車等放置禁止区域 令和７年９月２６日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

  和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１０月８日掲示済）  
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和歌山市告示第３２２号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第９条の２第２項の規定に基づき、放

置禁止区域外に放置されていた自転車等を移動し、保管したので、同条例第１０条第１項の規定により告示する。 

令和７年１０月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 放置されていた場所及び移動し、保管した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 

和歌山市内一円市道上、無料駐輪場、雑賀崎漁港

及び弘西公園 

令和７年９月１６日、同月１７日、同月１９日、

同月２４日、同月２５日及び２９日 

２ 移動し、保管した理由 

  和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例第９条の２第２項に該当したため 

３ 保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

 所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

４ 返還を受けるために必要なもの 

（１）自転車等の鍵 

（２）住所及び氏名を確認できるもの 

（３）費用 

自 転 車 １台につき ２，５００円 

原動機付自転車 

普通自動二輪車 

大型自動二輪車 

１台につき ４，０００円 

５ 返還できる日時等 

（１）返還日 

   月曜日から土曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並

びに１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日を除く。） 

（２）返還時間 

   午前９時から午後６時まで 

（３）その他 

   （１）及び（２）にかかわらず、天災地変により返還できないときもある。 

６ 問い合わせ先 

和歌山市 都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課 電話４３５－１０８２ 

（令和７年１０月８日掲示済）



           和歌山市公報（第１８０９号）  令和７年（２０２５年）１０月１５日 

 

－12－ 

和歌山市告示第３２３号 

和歌山市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年条例第９号）第１０条第３項の規定に基づき、利用

者又は所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、同条第４項の規定により告示する。 

令和７年１０月８日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 処分理由 

  移動し、保管した旨を告示した日から起算して９０日を経過したが、引取りがないため 

２ 処分年月日 

  令和７年１０月９日 

３ 処分自転車等の放置されていた場所、移動し、保管した年月日及び移動し、保管した旨を告示した年月日 

放置されていた場所 移動し、保管した年月日 移動し、保管した旨を告示した年月日 

ＪＲ和歌山駅中央口周辺自

転車等放置禁止区域 

令和７年６月２１日及び同月２７

日 

令和７年７月９日 

南海和歌山市駅前周辺自転

車等放置禁止区域 

令和７年６月２４日 令和７年７月９日 

和歌山市内一円市道上、無

料駐輪場及び黒田公園 

令和７年６月１６日、同月１７

日、同月１８日、同月２０日及び

同月２６日 

令和７年７月９日 

４ 処分自転車等の保管場所 

  名 称 紀和駅前自転車等保管所 

  所在地 和歌山市宇治家裏１６７番１ 

  電 話 ４２２－４１００ 

（令和７年１０月８日掲示済） 
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和歌山市告示第３２４号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定に基づき、道路区域を次のように変更し、令和７年 

１０月９日から供用を開始する。 

その関係図面は、和歌山市都市建設局道路河川部道路管理課において告示の日から１４日間一般の縦覧に供

する。 

  令和７年１０月９日 

                                和歌山市長  尾 花 正 啓     

 

整理番号 路線名 区域変更の区間 

旧

新

別 

延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

１１－５５ 有家新中島線 

和歌山市有家６番１０地先 

      ～ 

和歌山市有家６番１１地先 

旧 ６２．５６ ２．１ 

新 ６２．５６ 

６．０ 

～ 

８．６ 

 

（令和７年１０月９日掲示済）  
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和歌山市告示第３２５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及び第１１５条の５第２項の規定に

よる事業を廃止する旨の届出があったので、同法第７８条、第８５条及び第１１５条の１０の規定により次のと

おり告示する。 

令和７年１０月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者の名称 

又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１３２０８ 

株式会社コムテック コムテック介護事業本

部 

和歌山市西浜１０３８

番地の１２ 

居宅介護支援 令和７年９月３０日 

３０６０１

９１３６２ 

株式会社ＰｒｉｍａＳ プライマリーリハビリ

訪問看護ステーション

和歌山北 

和歌山市園部８７０－

１ 

訪問看護 

介護予防訪問看

護 

令和７年９月３０日 

３０７０１

１３９８４ 

株式会社ＣＯＣＯプラ

ンニング 

ＣＯＣＯプランニング

訪問介護 

和歌山市中之島１６１

１ 

訪問介護 令和７年９月３０日 

（令和７年１０月１５日掲示済）  
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和歌山市告示第３２６号 

介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６２の３第２項第４号の規定による事業を

廃止する旨の届出があったので、和歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平

成２８年規則第９４号）第１６条の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１０月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者の名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 廃止年月日 

３０７０１

１３９８４ 

株式会社ＣＯＣＯプラ

ンニング 

ＣＯＣＯプランニング訪問

介護 

和歌山市中之島１６１１ 

予防給付型訪問

サービス 

生活支援型訪問

サービス 

令和７年９月３０日 

（令和７年１０月１５日掲示済） 
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和歌山市告示第３２７号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文及び第５３条第１項本文による指定をしたので、

同法第７８条及び第１１５条の１０の規定により次のとおり告示する。 

令和７年１０月１５日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 
介護保険 

事業者番号 

事業者又は開設者の 

名称又は氏名 

事業所の名称及び所在地 サービスの種

類 

指定年月日 

３０６０１

９１４１２ 

有限会社ハートフルケア 訪問看護ステーションはーとふ

る和歌山 

和歌山市福島７００－１ 

介護予防訪問

看護 

令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２０３ 

株式会社ルナケア デイサービス フルーツフラワ

ーガーデン 

和歌山市朝日２番地２ 

通所介護 令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２１１ 

合同会社一音 ヘルパーステーション一音 

和歌山市太田５９３番地 クレ

ール大門川４１１号室 

訪問介護 令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２２９ 

株式会社ソラール ソラール 

和歌山市西浜３丁目７番３５号 

訪問介護 令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２３７ 

ライフアクセス株式会社 ゆたか訪問介護 

和歌山市雑賀町６２ 

訪問介護 令和７年１０月１日 

（令和７年１０月１５日掲示済）
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和歌山市告示第３２８号              

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３第１項の第１号事業に係る指定をしたので、和

歌山市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号事業に関する規則（平成２８年規則第９４号）第１６条の

規定により次のとおり告示する。 

令和７年１０月１５日 

                              和歌山市長  尾 花 正 啓 

介護保険事

業者番号 

事業者又は開設者の

名称又は氏名 
事業所の名称及び所在地 サービスの種類 指定年月日 

３０７０１

１５２０３ 

株式会社ルナケア デイサービス フルーツ

フラワーガーデン 

和歌山市朝日２番地２ 

予防給付型通所サービス 令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２２９ 

株式会社ソラール ソラール 

和歌山市西浜３丁目７番

３５号 

予防給付型訪問サービス 令和７年１０月１日 

３０７０１

１５２３７ 

ライフアクセス株式

会社 

ゆたか訪問介護 

和歌山市雑賀町６２ 

予防給付型訪問サービス 令和７年１０月１日 

（令和７年１０月１５日掲示済） 
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１０月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市西庄字片山下５２９番１、５２９番

２、５２９番３、５２９番４、５３１番１、５

３１番２、里道 

和歌山市太田二丁目８番１１号 

株式会社幸福建設 

代表取締役 𠮷田梨絵 

 （令和７年１０月６日掲示済）  
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１０月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市神前字舟田１３３番１、字西ノ垣内４

２６番、里道、水路 

大阪府岸和田市土生町一丁目４番２３号 

フジ住宅株式会社 

代表取締役 宮脇宣綱 

（令和７年１０月６日掲示済）  
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公   告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

  令和７年１０月６日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 

和歌山市田屋字薮田３９１番３、３９２番、３

９３番、３９４番、３９５番、３９６番、３９

７番、３９８番、３９９番、４００番、４０１

番、４０２番、４０３番３、府中字前嶋８８９

番２の一部、８８９番３、８９０番１、８９０

番２、８９１番、８９２番、８９３番、８９４

番、８９５番、８９６番、８９７番、８９８

番、８９９番、９００番１、９００番２、９０

１番２、９０１番３、９０３番２、９０４番

１、９０４番２、９０５番、９０６番、９０７

番１、９０７番２、９０８番２、９０９番２、

９１０番２、９１５番２の一部、９１５番５、

９１６番１、９１６番２、９１７番３、９１８

番３、里道、水路 

    

和歌山市中之島１５１８番地 中之島８０１ビル５階 

 ヤマイチエステート株式会社 代表取締役 山田 茂 

（令和７年１０月６日掲示済） 



           和歌山市公報（第１８０９号）  令和７年（２０２５年）１０月１５日 

 

－21－ 

 和歌山市農業委員会総会を次のとおり招集する。 

  令和７年１０月７日 

和歌山市農業委員会      

会長  谷 河  績    

１ 開催日時 

  令和７年１０月１０日 １３時００分 

２ 開催場所 

  和歌山市農業委員会事務局 会議室 

３ 審議案件 

（１） 農用地区域除外に係る意見について 

（２） 農用地区域編入に係る意見について 

（３） 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

（４） 農地法第３条の規定による許可申請について 

（５） 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

（６） 農用地利用集積等促進計画に対する意見について 

（令和７年１０月７日掲示済） 
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和歌山市企業局告示第３５号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２の規定により、和歌山市企業局指定給水装置工事

事業者として指定の更新がされた者を、和歌山市水道事業給水条例施行規程（平成１０年水道局規程第２号）

第２７条第２号の規定により告示する。 

令和７年１０月８日 

和歌山市公営企業管理者  瀬 崎 典 男    

事業者 事業所の名称 事業所の所在地 指定年月日 登録番号 

和歌山市手平四丁目６番７

０号 

国土建設株式会社 

代表取締役 瀧 敏秀 

国土建設株式会

社 

和歌山市手平四丁

目６番７０号 

 

平成１１年３月２

日 

第２３８号 

大阪府大阪市東淀川区東中

島一丁目１７番１８号 

株式会社Ｋ'ｓＣｏｒｐｏｒ

ａｔｉｏｎ 

代表取締役 北村 仁 

株式会社Ｋ'ｓ

Ｃｏｒｐｏｒａ

ｔｉｏｎ 

大阪府大阪市東淀

川区東中島一丁目

１７番１８号 

 

令和２年９月２９

日 

第６０８号 

和歌山市西浜９０６番地４ 

株式会社長谷川冷機 

代表取締役 赤井 雅哉 

株式会社長谷川

冷機 

和歌山市西浜９０

６番地４ 

 

平成１０年４月１

５日 

第９６号 

（令和７年１０月８日掲示済） 
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【 正 誤 】 

 

令和７年８月１日付け和歌山市公報第１８０４号正誤表 

ページ 行 誤 正 

３８ 上から４行目 和歌山市企業局経営管理部下水道

企画建設課 

和歌山市企業局下水道部下水道

企画建設課 

 


